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衆
議
院
議
員
勝
間
田
淸
一
君
提
出
富
士
山
ろ
く
駐
留
軍
演
習
場
内
土
地
借
上
料
の
改
訂
並
び
に
生
活
権
の
保
障
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 、

、

内
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三 

 

1
一 

農
地
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
土
地
収
益
力
に
対
応
せ
る
借
上
料
を
算
定
す
る
こ
と
に
な
つ
て
お
り
、
実
際
の
土
地
収

益
力
の
基
礎
と
し
て
は
、
税
法
上
の
課
税
の
基
礎
と
な
つ
た
所
得
額
に
よ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
税
法
上
の
所
得

額
が
な
い
か
、
又
は
そ
れ
が
実
体
を
表
わ
さ
な
い
場
合
は
、
実
地
調
査
に
よ
つ
て
所
得
額
を
算
定
す
る
。 

三 

被
弾
損
傷
林
の
立
木
で
滅
失(

枯
死
、
倒
壊
、
焼
失)
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
中
間
補
償
を
な
す
が
、
こ
れ
ら
以
外
の

被
弾
木
に
つ
い
て
は
、
中
間
補
償
は
技
術
的
に
は
考
慮
を
要
す
る
点
も
あ
る
の
で
、
補
償
等
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
庁 

二 

山
林
に
つ
い
て
は
、
固
定
資
産
税
の
評
価
額
に
基
く
借
上
料
を
山
林
経
営
を
な
す
目
的
の
土
地
の
収
益
力
を
基
礎
と

し
た
借
上
料
に
改
訂
す
る
よ
う
研
究
中
で
あ
る
が
、
現
在
に
お
い
て
原
野
に
つ
い
て
は
、
利
用
を
阻
害
さ
れ
収
益
が
得

ら
れ
な
い
場
合
は
、
減
収
部
分
に
つ
い
て
別
個
に
補
償
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
の
で
、
借
上
料
に
は
土
地
の
収
益
力

を
含
め
て
い
な
い
。 

衆
議
院
議
員
勝
間
田
淸
一
君
提
出
富
士
山
ろ
く
駐
留
軍
演
習
場
内
土
地
借
上
料
の
改
訂
並
び
に
生
活
権
の
保 

、

障
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

、 



3 

日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
米
軍
当
局
と
の
合
意
に
よ
り
、 

2
イ 

在
日
米
軍
の
火
薬
庫
、
弾
薬
集
積
所
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
米
軍
に
お
い
て
も
生
命
財
産
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、

危
害
防
止
に
関
す
る
安
全
規
程
に
基
い
て
、
設
置
の
位
置
及
び
場
所
が
選
定
さ
れ
て
お
り
、
又
土
塁
掩
体
を
設
置
し
、

こ
れ
が
管
理
に
も
万
全
を
期
し
て
い
る
次
第
で
あ
り
、
附
近
村
落
等
住
民
に
危
害
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る

の
で
、
火
薬
庫
、
弾
薬
集
積
所
等
の
設
置
替
え
の
必
要
は
起
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

四 

前
述
二
及
び
三
に
関
す
る
要
綱
中
の
改
正
を
要
す
べ
き
点
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
省
と
協
議
研
究
中
で
あ
る
。 

ロ 

地
方
住
民
の
日
常
生
活
に
影
響
の
あ
る
重
要
な
水
源
か
ん
養
林
等
の
水
源
地
は
、
日
米
合
同
委
員
会
に
お
い
て
検
討

の
上
、
演
習
場
の
使
用
条
件
中
に
水
源
地
の
位
置
を
指
定
し
て
「
在
日
米
軍
は
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
に
最
善
の
努
力

を
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
。
」
旨
明
記
し
、
こ
れ
が
実
行
を
期
す
る
よ
う
に
し
て
ゆ
く
考
え
で
あ
る
。 

、

イ 

現
地
軍
と
地
元
日
本
側
と
の
風
紀
、
衛
生
、
犯
罪
等
社
会
関
係
改
善
の
た
め
、
現
地
日
米
関
係
者
を
も
つ
て
地
方
連 

間
に
お
い
て
、
協
議
研
究
中
で
あ
る
。 

、 
 

四 

 



 

五 

 

を
当
面
の
対
策
と
し
、
全
国
関
係
地
方
団
体
に
協
力
方
を
促
し
て
お
い
た
。
富
士
地
区
に
お
い
て
も
静
岡
県
庁
の
あ
つ

旋
に
よ
り
七
月
下
旬
、
関
係
町
村
長
、
公
安
、
教
育
、
衛
生
、
福
祉
関
係
者
と
現
地
軍
司
令
官
と
協
議
会
が
結
成
せ
ら
れ

前
記
方
針
に
則
り
、
現
地
軍
と
緊
密
な
る
連
絡
の
下
に
せ
つ
か
く
努
力
中
で
あ
る
。 

、

ロ 

風
紀
、
性
病
、
麻
薬
等
社
会
悪
取
締
の
た
め
、
警
察
活
動
を
更
に
強
化
し
政
府
は
こ
れ
に
必
要
な
援
助
を
行
う
こ 

と
。 

ハ 

警
察
取
締
の
み
に
て
充
分
効
果
が
上
ら
ぬ
時
は
、
地
方
連
絡
協
議
会
に
よ
り
現
地
等
に
お
い
て
一
定
地
区
又
は
建
造

物
に
対
し
軍
要
員
の
立
入
禁
止
を
命
ず
る
等
適
切
な
協
力
を
な
す
こ
と
。 

絡
協
議
会
を
組
織
し
、
問
題
を
現
地
的
に
処
理
す
る
こ
と
と
し
、
右
不
可
能
の
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
級
機
関
を
通
じ
て

処
理
す
る
こ
と
。 

右
答
弁
す
る
。 

、 




